
1 

 

  

 

 

平成29年６月２日 

各 位 

 

会 社 名 田 淵 電 機 株 式 会 社 

代表 者名 取 締 役 社 長   貝 方 士  利 浩 

   （コード番号 6624 東証第一部） 

問合 せ先 取締役 常務執行役員 

経営管理本部統括 佐々野 雅雄 

（電話番号 06-4807-3500） 

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ    

 

 

当社は、平成19年６月28日開催の第69回定時株主総会において当社株式の大量取得行為に

関する対応策（買収防衛策）を導入し、その後、平成20年６月27日開催の第70回定時株主総

会、平成23年６月29日開催の第73回定時株主総会及び平成26年６月27日開催の第76回定時株

主総会において買収防衛策を更新いたしました（以下現行の買収防衛策を「現行プラン」と

いいます。）。 

現行プランの有効期限は、本株主総会終結の時であり、当社は、会社法第370条及び当社定

款第24条第２項（取締役会の決議に替わる書面決議）に基づき、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、現行プランの更新（以下更新後のプ

ランを「本プラン」といいます。）につき、株主の皆様のご承認をお願いすることを本日決

議いたしました。 

本プランにつきましては、当社監査役３名は、いずれも本プランの具体的運用が適正に行

われることを条件として、賛成する旨の意見を述べております。なお、本日現在、当社は、

当社株式の大量買付けに係る提案等を一切受けておりません。 

平成29年３月31日現在の大株主の状況は、別紙１に記載のとおりであります。 

  

本プランの内容は下記のとおりであります。 

  

記 

１．本プランに係る手続き 

（1）対象となる買付け等 

本プランは、以下の①又は②に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為

（以下「買付け等」という。）がなされる場合を適用対象とする。買付け等を行う者又は

提案する者（以下「買付者等」という。）は、予め本プランに定められる手続きに従うこ

ととする。 

①当社が発行者である株券等（註１）について､保有者（註２）及びその共同保有者（註

３）の株券等保有割合（註４）が20％以上となる買付け（ただし、その者が買付けを行

うことが、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益に反しないと、当社取締役会が経

済合理性に基づいて個別に判断した場合は除く。） 

②当社が発行者である株券等（註５）について、公開買付け（註６）に係る株券等の株券

等所有割合（註７）及びその特別関係者（註８）の株券等所有割合の合計が20％以上と

なる公開買付け 

（註１）金融商品取引法第27条の23第１項に定義される。以下別段の定めがない限り同

じ。 
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（註２）金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保

有者に含まれる者を含む。 

（註３）金融商品取引法第27条の23第５項に定義され、同条第６項に基づく共同保有者とみ

なされると当社取締役会が認めた者を含む。以下同じ。 

（註４）金融商品取引法第27条の23第４項に定義される。以下同じ。 

（註５）金融商品取引法第27条の２第１項に定義される。以下（2）において同じ。 

（註６）金融商品取引法第27条の２第６項に定義される。以下同じ。 

（註７）金融商品取引法第27条の２第８項に定義される。以下同じ。 

（註８）金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者（当社取締役会がこれに

該当すると認めた者を含む。）をいう｡ただし、同項第１号に掲げる者については、

発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第１項で

定める者を除く。以下同じ。 

  

（2）買付者等による買付説明書の提出 

買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、買付け等の実行に先立ち、

当社取締役会に対して、名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び買付け

等の概要並びに当該買付者等が買付け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の

誓約文言等を記載した日本語による意向表明書を提出する。 

当社取締役会は、当該意向表明書の受領後10営業日以内に、株主の皆様の判断及び当社

取締役会の意見形成のために、買付者等に対して、以下の各号に定める情報（以下「本必

要情報」という。）のリストを交付し、買付者等は、速やかに本必要情報を記載した日本

語による書面（以下「買付説明書」という。）を当社の定める書式により当社取締役会に

提出する。 

①買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合

員その他の構成員を含む。）の詳細（具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、当

社グループと同種の事業についての経験等を含む。） 

②買付け等の目的、方法及び内容（買付け等の対価の価額・種類、買付け等の時期、関連

する取引の仕組み、買付け等の方法の適法性、買付け等の実行の蓋然性等を含む。なお

買付け等の方法の適法性については資格を有する弁護士による意見書を併せて提出す

る。） 

③買付け等の価格の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び買

付け等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、そのうち少数

株主に対して分配されるシナジーの内容を含む。） 

④買付け等の資金の裏付け（資金の提供者(実質的提供者を含む。）の具体的名称、調達方

法、関連する取引の内容を含む。） 

⑤買付け等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政

策及び配当政策 

⑥買付け等の後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害

関係者の処遇等の方針 

⑦当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策 

⑧買付け等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡が存する場合に

はその内容 

⑨当社グループの事業と同種の事業を営んでいる場合、独占禁止法や海外競争法の観点か

らの適法性に関する見解 

⑩その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

なお、当社取締役会は、当初提出の情報を詳細に検討した上で、当該情報だけでは十分

ではないと認められる場合には、買付者等に対し、本必要情報が揃うまで追加的に情報提

供を要求する。 

当社取締役会は、買付け等の提案があった旨並びに当社取締役会に提供された本必要情

報が株主の皆様のために必要であると判断した場合には、適切と判断した時点で、その全
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部又は一部を公表する。 

  

（3）評価・検討期間の設定 

当社取締役会は、買付け等に関する評価・検討の難易度に応じて、買付者等が買付説明

書の提出を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする買付け等による当社全株

式の買付けの場合）又は90日間（その他の買付け等の場合）を取締役会による評価、検討、

交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下「評価・検討期間」という。）として確

保する。ただし、当社取締役会は、独立委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重した上で、

当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のため、必要な範囲内で、評価・検

討期間を最長30日間延長することができるものとする。この場合、延長期間と延長理由を

開示する。 

当該評価・検討期間中、当社取締役会は、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバ

イザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言をうけながら、買

付説明書を十分に評価・検討し、独立委員会の勧告を最大限尊重して、当社取締役会とし

ての意見をとりまとめ、公表する。 

また、当社取締役会は、必要に応じて、買付者等との間で買付け等に関する条件改善に

ついて協議、交渉をしたり、当社取締役会として株主の皆様に対して代替案を提示するこ

とができる。 

なお、買付者等は、評価・検討期間が終了するまでは、買付け等を開始することはでき

ない。 

 

（4）独立委員会の設置 

本プランの運用にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために企

業価値ひいては株主共同の利益を客観的に判断し、当社取締役会に勧告する諮問機関とし

て独立委員会を設置する。 

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外有識者、当社社外監

査役又は当社社外取締役の中から選任される委員３名以上により構成される。 

独立委員会は､評価・検討期間において、買付者等及び当社取締役会から提供された情

報・資料等に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、

買付者等の買付け等の内容の検討､当社取締役会による代替案の検討及び買付者等と当社取

締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行い、買付け等の是非及び対抗措置

の発動の可否を慎重に審査し、当社取締役会に勧告する。 

当社取締役会は、当該勧告を最大限尊重し、以下の（5）対抗措置の取扱いを最終決定す

る。 

独立委員会の判断が､当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされるこ

とを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得る

ことができるものとする。 

なお、独立委員会規程の概要及び独立委員会委員の氏名・略歴は、別紙２及び別紙３記

載のとおりである。 

  

（5）対抗措置の取扱い 

買付け等から対抗措置に至るまでの本プランの手続きフローチャートは、別紙４記載の

とおりである。当社取締役会が対抗措置の発動ないし不発動を判断する基準は以下のとお

りとする。 

①買付者等が本プランに係る手続きを遵守し、買付け等が当社の企業価値ひいては株主共

同の利益を損なうものではないと判断された場合、当社取締役会は、本プランを発動し

ないものとする。 

②買付者等が本プランに係る手続きを遵守しない場合 

買付者等が本プランに規定する手続きを遵守せずに買付け等を開始した場合、本プラ
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ンを逸脱した場合、その他買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しない場合には、

当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するため、新株予約権

の無償割当て等、その時点の法令及び定款が認める対抗措置（以下「本新株予約権の無

償割当て等」という。）を実施する。 

新株予約権を無償で割当てる場合の要領は、別紙５｢新株予約権の概要｣に記載のとお

りとする。 

③買付者等が本プランに係る手続きを遵守するも、買付け等が当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を損なうと判断された場合 

買付者等が本プランに規定する手続きを遵守している場合でも、買付者等による買付

け等が以下のいずれかに該当した場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を損なうものと判断し、上記②と同様に本新株予約権の無償割当て等を

実施することがある。 

（ⅰ）真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて、当

社株式につき当社又は当社関係者に対して高値で引き取らせる目的で当社株式の買

収を行っていると判断される場合（いわゆるグリーンメーラー） 

（ⅱ）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な知的財産、ノウハウ、企

業秘密情報、主要取引先や顧客等の重要な資産等を買付者等やそのグループ会社又

はその他の第三者に委譲させる目的で当社の株式の買収を行っていると判断される

場合 

（ⅲ）当社の経営を支配した後に、当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の

担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っており、その結果、当

社に回復しがたい損害をもたらすと判断される場合 

（ⅳ）当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処

分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による

株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜けをする目的で当社株式の買収を行って

おり、その結果、当社に回復しがたい損害をもたらすと判断される場合 

（ⅴ）強圧的二段階買付け（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階

目の買付条件を株主に対して不利に設定し、又は明確にしないで、公開買付け等の

株式買付けを行うことをいう。）等、株主に当社株式の売却を事実上強要するおそ

れがあると判断される場合 

（ⅵ）買付け等の条件（買付け等の対価の価額・種類、買付け等の時期、買付け等の方法

の適法性、買付け等の実行の蓋然性、買付け等の後における当社の従業員、取引先、

顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者（以下「当社利害関係者」とい

う。）の処遇等の方針等を含む。）が、当社の本源的価値に鑑み、不十分又は不適

当な買付け等である場合 

（ⅶ）買付者等による買付け等の後の経営方針又は事業計画等の内容が不十分又は不適当

であること等のため、当社と当社利害関係者との間の信頼関係・取引関係等を破壊

する、又は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する重大なおそれのある

買付け等である場合 

（ⅷ）買付者等の経営陣又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場

合等、買付者等が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的

な根拠をもって判断される場合 

（ⅸ）その他（ⅰ）から（ⅷ）に準じる場合で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を著しく損なうと判断される場合 

④本プランの中止について 

当社取締役会は、一旦本新株予約権の無償割当て等の実施の決定をした後も、以下の

いずれかの事由に該当すると判断した場合には､本新株予約権の無償割当て等の効力発生

日までは本新株予約権の無償割当て等の中止､本新株予約権の無償割当て等の効力発生日

以降行使期間の初日の前日までは新株予約権を無償取得することを決定できる。 

（ⅰ）買付者等が買付け等を撤回した場合、その他買付け等が存しなくなった場合 
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（ⅱ）判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付け等が上記③に

定める要件のいずれにも該当しないか、若しくは該当しても直ちに本新株予約権の

無償割当て等を実施することが相当ではない場合 

  

２．株主の皆様への影響 

（1）本プランの更新時に株主の皆様に与える影響 

本プラン更新時においては、本新株予約権の無償割当て等を行わないため、株主及び投

資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

（2）新株予約権の無償割当てがなされたときに株主の皆様に与える影響 

当社取締役会は、買付者等に対して対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施す

ることを決議した場合には、別途定める割当て期日における株主の皆様に対し、その保有

する株式１株につき本新株予約権１個を無償で割当てます。 

仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、所定の行使価額等の金銭の払込みその他新株

予約権の行使に係る手続きを経なければ、他の株主の皆様による新株予約権の行使により、

その保有する当社株式が希釈化することになります。 

なお、前述の１．「本プランに係る手続き」（5）④に記載するとおり、当社は、一旦本

新株予約権無償割当て等の決議がなされた場合であっても、本新株予約権の無償割当て等

の効力発生日の前日までにこれを中止したり、本新株予約権の無償割当て等の効力発生日

後、新株予約権の行使期間の初日の前日までは無償割当てされた新株予約権を無償取得す

る場合があります｡これらの場合には、一株当たりの株式の価値の希釈化が生じませんので、

希釈化が生じることを前提として売買を行った株主及び投資家の皆様は、株価の変動によ

り不測の損害を被る可能性があります。 

    （3）新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き 

当社取締役会が買付者等に対して対抗措置として、新株予約権の無償割当てを実施する

ことを決議した場合には、当社は、新株予約権の無償割当ての割当て期日を公表いたしま

す。割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当

ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続き等は不要です。 

なお、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細につきましては、新株

予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して公表

又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。 

  

３．本プランの有効期間、廃止及び変更 

本プランの有効期限は、平成32年開催予定の第82回定時株主総会終結の時までとします。

ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランを廃止又は

変更する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従いその時点で廃止又は変更

されるものとします。 

当社取締役会は、本プランに反しない範囲、又は関係諸法令若しくは金融商品取引所規則

の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認

められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更することができ

るものとします。 

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び（変更の

場合には）変更内容その他当社取締役会が関係諸法令に基づき適切と認める事項について、

速やかに公表いたします。 

  

４．本プランの高度な合理性 

本プランの高度な合理性については、事業報告の７.（4）｢不適切な支配の防止のための取

組みについての取締役会の判断及びその理由」①から⑧に記載のとおりです。 

  

以 上 
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別紙１ 

当社の大株主の状況 

  

平成29年３月31日現在の当社の大株主の状況は次のとおりであります。 

  

株   主   名 持  株  数 持 株 比 率 

  千株  ％ 

Ｔ Ｄ Ｋ 株 式 会 社 8,000  19.79  

美 登 里 株 式 会 社 2,824  6.98  

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,883  4.66  

田 淵 暉 久 1,201  2.97  

株 式 会 社 錢 高 組 900  2.22  

ミ ヨ シ 電 子 株 式 会 社 635  1.57  

伊 藤 忠 丸 紅 鉄 鋼 株 式 会 社 625  1.54  

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 600  1.48  

ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（Ｅ

Ｕ Ｒ Ｏ Ｐ Ｅ ） 

ＬＩＭＩＴＥＤ ＰＢ ＯＭＮＩＢＵＳ ＣＬＩＥＮＴ 

Ａ Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ 

600  1.48  

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 590  1.46  

     

  

（注）１．発行可能株式総数は120,000,000株、発行済株式の総数は40,502,649株であります。 

２．持株比率は、自己株式数85,042株を控除した発行済株式総数40,417,607株により算出しております。 

３．持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。 

 

以 上 
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別紙２ 

独立委員会規程の概要 

  

１．独立委員会の設置 

買収防衛策の導入が、当社株主総会において承認された場合は、株主総会終結後に開催される

当社取締役会の決議により、独立委員会を設置する。 

  

２．独立委員会設置の目的 

独立委員会は、当社取締役会より諮問を受けて、当社経営陣から独立して、買付者等による当

社株式等の買付け等が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損ねるものであるか否かを

客観的に判断し、当社取締役会に勧告することを目的とする。 

  

３．独立委員会の員数及び資格 

独立委員会の委員は、３名以上とし、当社経営陣から独立している、①社外有識者、②当社社

外監査役、又は、③当社社外取締役の中から、当社取締役会が選任する。 

なお、上記①「社外有識者」とは、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、弁護士、公

認会計士、投資銀行業務に精通する者、経験豊富な企業経営者、官庁出身者又はこれらに準ず

る者とする。 

また、「当社経営陣から独立している」とは、当社と社外監査役・社外取締役としての関係以

外の一切の利害関係を有さない者とする。 

  

４．委員の選任及び解任 

（1）独立委員会の委員は、当社取締役会の決議により選任する。 

（2）当社取締役会は、委員の選任にあたっては、上記第２項「独立委員会設置の目的」に適うよ

う、企業価値ひいては株主共同の利益に関する法的・経営的側面における十分な知識を有す

るものを選任する。 

（3）独立委員会は、その決議によって独立委員会の委員の中から委員長を定める。 

（4）独立委員会の委員の解任は、当社取締役会の決議により行う。 

（5）独立委員会の員数が欠けた場合には、任期の終了又は辞任により退任した委員は、新たに選

任された委員が就任するまで、なお委員としての権利義務を有する。 

  

５．委員の任期 

独立委員会の委員の任期は、選任の時から当社の本プランの有効期間満了の時までとする。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

（1）独立委員会が解散する場合、又は当社社外監査役若しくは当社社外取締役で独立委員会委員

である者が、取締役、監査役を退任した場合には、独立委員会委員の任期も同時に終了する。 

（2）独立委員会の委員は、当社取締役会で解任の決議がなされたときは、その定めるところによ

り任期も終了する。 

  

６．招集 

独立委員会は、当社取締役会の決議又は委員長の職権に基づき、委員長が招集する。 

  

７．決議方法 

独立委員会の決議は、独立委員会の委員が全員出席し、その過半数をもって行う。ただし、委

員に事故あるとき、その他、やむを得ない事由があるときは、委員の過半数が出席し、その過

半数をもって決議を行う。 

  

８．独立委員会の勧告事項 

独立委員会は、当社取締役会による諮問があった場合には、以下の各号に記載される事項につ

いて決定し、その決定内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。 

なお、独立委員会の各委員は、決定等にあたっては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己又は当社経営陣の個人的利益を図

ることを目的としてはならない。 

（1）本プランに係る新株予約権の無償割当て等、その時点の法令及び定款が認める対抗措置の実
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施又は不実施 

（2）本プランに係る新株予約権の無償割当て等、その時点の法令及び定款が認める対抗措置の中

止又は当社による新株予約権の無償取得 

（3）当社取締役会による買付け等に関する評価・検討期間の延長の可否 

（4）その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項 

  

９．独立委員会の権限 

独立委員会は、上記第８項で定める決定にあたって、以下に記載される権限を有する。 

（1）独立委員会は、買付者等から提供された情報が不十分であると判断した場合には、自ら又は

当社取締役会を通じて、追加的な情報を要求することができる。 

（2）独立委員会は、当社取締役会に対して、買付者等に対する意見及びその根拠資料、当社取締

役会が代替案の決定を行った場合には、当該代替案、その他独立委員会が適宜必要と認める

情報、資料等を提供するよう要求することができる。 

（3）独立委員会は、十分な情報収集を行うため、取締役、監査役、従業員、その他独立委員会が

必要と認める者の独立委員会への出席を当社取締役会に要求し、独立委員会が求める事項に

関する意見又は説明を求めることができる。 

（4）独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会

計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を得ること等ができる。 

 

 以 上 
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別紙３ 

独立委員会委員の氏名・略歴 

  

氏    名 略    歴 

た なべ みつ まさ 

田  邊  光  政 

     

昭和 62 年  神戸学院大学法学部長 

平成 ４ 年  名古屋大学法学部教授 

平成 12 年  名古屋大学名誉教授（現任） 

大阪学院大学法学部教授 

平成 14 年  弁護士登録 

平成 16 年  大阪学院大学大学院法務研究科教授 

平成 25 年  大阪学院大学名誉教授（現任） 

※ 田邊光政氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

ひら おか たつ と 

平  岡  龍  人 

     

昭和 63 年  学校法人大阪国際学園理事 

平成 ９ 年  宗教法人高野山真言宗大御堂山光平寺住職（現任） 

平成 13 年  学校法人清風明育社理事長、清風情報工科学院学院長（現任） 

平成 14 年  社団法人関西経済同友会常任幹事 

平成 20 年  佛教大学大学院文学博士 

日本赤十字社大阪赤十字病院外部評価委員会委員（現任） 

特定非営利活動法人南大阪地域大学コンソーシアム理事（現任） 

平成 21 年  財団法人伊藤忠兵衛基金理事（現任） 

平成 27 年  特定非営利活動法人ＳＫＣ企業振興連盟協議会会長（現任） 

※ 平岡龍人氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

ぶん や やす お 

文  箭  安  雄 

     

昭和 60 年  大阪屋証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社） 

代表取締役社長 

平成 ４ 年  コスモ証券株式会社代表取締役会長 

平成 ８ 年  日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役副会長 

平成 14 年  日本ベンチャーキャピタル株式会社代表取締役会長 

平成 24 年  日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役会長 

平成 28 年  日本ベンチャーキャピタル株式会社取締役相談役（現任） 

※ 文箭安雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

 

以 上 
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別紙４ 

本プランの手続きフローチャート（概要） 

  

  

（註）上記は、本プランの内容をご理解しやすくするための概要図ですので、詳細につきましては本文をご参

照ください。 
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別紙５ 

新株予約権の概要 

  

１．新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件 

当社取締役会で定める割当て期日における最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、

別途定める割当て期日における当社の最終の発行済株式数に相当する数を上限として、その保

有する株式１株につき新株予約権１個を無償で割当てる。 

  

２．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個あたりの目的である

株式の数（以下「対象株式数」という。）は１株とする。ただし、当社が株式の分割又は株式

の併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。また、当社の発行済株式総数の変更によ

り、対象株式数の調整を行うことがある。 

  

３．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の額は、１円を下限として当社株式１株の時価の

２分の１の金額を上限とする金額の範囲内で、当社取締役会が定める価額とする。 

  

４．新株予約権の行使条件 

議決権割合が20％以上の特定株主グループに属する者（ただし、あらかじめ当社取締役会が同

意した者を除く。）でないこと等を行使条件として定める。詳細については、当社取締役会に

おいて別途定める。 

  

５．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。 

  

６．新株予約権の行使期間 

新株予約権の行使期間その他の必要な事項については、当社取締役会が別途定める。 

  

７．当社による新株予約権の取得 

当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切で

あると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日において、全ての新株予

約権を無償で取得することができる。また、当社は、当社取締役会が別に定める日の前日まで

に未行使の新株予約権の全てを取得し、これと引き換えに、新株予約権１個につき当社株式１

株を交付することができる。詳細については、当社取締役会において別途定める。 

  

以 上 


